まちづくり
チャレンジ応援事業






[image: ]新しいことにチャレンジしてみませんか？
町民の挑戦を町が全力で応援します！！
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対象団体
町内を活動拠点にした
3人以上の団体や地区
学生もOK！！


補助金額
最大３０万円
（定額制）
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＜対象事業＞
〇町や地域、町民のためになる新しい事業
〇既存活動・既存イベントを拡充する事業　など
＜補助対象経費＞
裏面の「補助対象経費　一覧」をご覧ください。
＜申請締切＞
４月２８日（火）
＜事業のおおまかな流れ＞



申請後、審査会がありますので活動が始められるまで時間がかかる場合があります。まずは下記担当までご相談ください。学生さんや団体の集まりなどへの出張相談会も承りますのでお気軽にお問合せください。申請書等の書き方もご相談にのります。
　詳しくは町ホームページをご覧ください。


【お問合せ・申込先】大江町政策推進課　まちづくり推進係
TEL：０２３７（６２）２１１８　mail：machi@town.oe.yamagata.jp
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補助対象経費の詳細について
補助対象となるのは以下の一覧のとおりです。団体の構成員に支払う経費や団体の運営費・維持管理費、公民館の維持管理費などは対象外です。
　また、事業を行った際に収益金が発生する場合は、補助金額から差し引きます。

	補助対象経費　一覧

	
・講師等に係る謝金及び旅費
・印刷製本費（パンフレット、チラシ、各種資料の印刷代等）
・消耗品
・燃料費
・通信運搬費（電話料、郵送料等）
・調査等委託費
※事業目的を達成するため、必要である場合に限る。
・保険料
・使用料（施設等賃借料、機器レンタル料等）
・食糧費（お茶代等）※アルコール類は不可
　　　　※講師、ボランティアスタッフの弁当代等含む。
・原材料費　
※事業目的を達成するために必要な食材費等含む。
　　・工事請負費
　　　　※事業目的を達成するため、必要である場合に限る。
　　　　※補助対象経費総額の50％を上限
・備品購入費
　　　　※単なる備品購入は不可
・広告費
・各種手数料
・その他町長が必要と認める経費
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